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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定の順序で上下に配置された、第１の主面と、第１の層（１０）と、活性層（１１）
と、第２の層（１２）と、第２の主面とを含む半導体積層体（１）と、
　前記第２の主面に配置され、前記半導体積層体（１）において前記第２の主面から前記
第２の層（１２）および前記活性層（１１）を完全に貫通して延在して前記第１の層（１
０）に開口している凹部（２）を充填している第１のコンタクト要素（３１）と、
　前記第２の主面に平行で、かつ、横方向に互いに離間して前記第２の主面に設けられ、
前記第２の主面の平面視において、前記凹部（２）に隣接して側方に配置されている複数
の第２のコンタクト要素（３２）と、
　を備えるオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）であって、
　前記第１のコンタクト要素（３１）は、第１の透明中間層（２０）と、第１の金属ミラ
ー層（２１）と、金属注入要素（２３）とを含み、
　前記第１の透明中間層（２０）は、前記活性層（１１）を横切って延びる前記凹部（２
）の側壁に配置され、前記半導体積層体（１）に直接接触し、
　前記第１の金属ミラー層（２１）は、前記側壁の領域において前記第１の透明中間層（
２０）に直接設けられ、
　前記金属注入要素（２３）は、前記第１の層（１０）に直接隣接する前記凹部（２）の
底面に配置され、前記金属注入要素（２３）と前記底面との間に更なる金属要素は配置さ
れておらず、
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　前記第１の層（１０）の領域において、前記第１の層（１０）と前記第１の金属ミラー
層（２１）との間に電気的接触が生成され、
　前記第１の透明中間層（２０）は、動作中に、前記第２の層（１２）と前記第１のコン
タクト要素（３１）との間に直接電流が流れることを防止し、
　前記第２のコンタクト要素（３２）の輪郭は、動作中に前記第１の主面を見たときに明
るくなる前記半導体部品（１００）の像点（４）の形状、大きさおよび位置を規定し、
　前記金属注入要素（２３）および前記第１の金属ミラー層（２１）は、異なる材料組成
を有し、
　前記第２のコンタクト要素（３２）はそれぞれ、像点（４）に個別に割り当てられる、
　オプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項２】
　前記凹部（２）の前記側壁は、前記第１の金属ミラー層（２１）によって少なくとも８
０％以上覆われており、
　前記活性層（１１）によって出射される平均波長における前記第１の金属ミラー層（２
１）の反射率は、少なくとも８０％であり、
　前記活性層（１１）によって出射される平均波長における前記金属注入要素（２３）の
反射率は、多くとも５０％である、
　請求項１に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項３】
　前記金属注入要素（２３）は、前記底面の領域において前記第１の層（１０）に直接隣
接している、または、
　前記底面の領域において、前記金属注入要素（２３）と前記第１の層（１０）との間に
透明層が配置され、前記透明層は、前記金属注入要素（２３）および前記第１の層（１０
）と直接接続されており、前記活性層（１１）によって出射される平均波長において少な
くとも８０％の透明度を有する、
　請求項１または２に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項４】
　前記第１の透明中間層（２０）は、第１の絶縁層（２０）であり、前記側壁の領域にお
いて前記第１の金属ミラー層（２１）と前記半導体積層体（１）との間に直接電流が流れ
ることを防止する、
　請求項１から３の何れか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項５】
　前記第１の透明中間層（２０）は、コンタクト層（２０）であり、
　前記コンタクト層（２０）は、前記第１の層（１０）の領域において、前記第１の層（
１０）と前記第１の金属ミラー層（２１）との間に電気的接触を生成し、
　前記コンタクト層（２０）は、前記第２の層（１２）の領域において、前記第１の金属
ミラー層（２１）と前記第２の層（１２）との間で電気絶縁的に作用し、
　前記コンタクト層（２０）は、前記底面と前記金属注入要素（２３）との間に追加的に
配置されている、
　請求項１から４の何れか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項６】
　前記第２のコンタクト要素（３２）が連続的に形成され、
　前記活性層（１１）は、前記活性層（１１）上に前記第２のコンタクト要素（３２）を
投影させた領域に連続的に形成されている、
　請求項１から５の何れか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項７】
　前記第２のコンタクト要素（３２）は、前記像点（４）が互いに独立して明るくなるよ
うに、動作中に互いに独立して制御され、
　前記凹部（２）は、２つの隣接する第２のコンタクト要素（３２）の間の領域に配置さ
れる、
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　請求項１から６の何れか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項８】
　少なくとも１つの像点（４）に、それぞれの像点（４）に重複して接触する複数の第１
のコンタクト要素（３１）が割り当てられる、
　請求項１から７の何れか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項９】
　前記第１のコンタクト要素（３１）の少なくとも１つは、複数の隣接する像点（４）に
隣接して側方に配置され、前記複数の隣接する像点（４）と接触するために同時に形成さ
れる、
　請求項１から８の何れか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項１０】
　前記像点（４）は、格子網の目に配置され、
　少なくとも１つの第１のコンタクト要素（３１）の少なくとも１つの凹部（２）は、前
記格子網の少なくとも１つの交点に配置される、
　請求項７に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項１１】
　前記凹部（２）は、溝（２）として形成され、
　前記溝（２）および前記金属注入要素（２３）はそれぞれ、前記第２の主面の平面視に
おいて、前記第２のコンタクト要素（３２）を完全に囲む連続軌道を形成する、
　請求項１から１０の何れか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）
。
【請求項１２】
　前記溝（２）は、個々の前記第２のコンタクト要素（３２）の周りに接続され、前記第
２のコンタクト要素（３２）の周りに格子を形成し、
　連続的な前記溝（２）には、動作中に複数の像点（４）に同時に接触する単一の連続的
な第１のコンタクト要素（３１）が形成される、
　請求項７または１１に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項１３】
　前記金属注入要素（２３）と前記第１の金属ミラー層（２１）との間において、第２の
絶縁層（２２）が前記凹部（２）の前記側壁の領域に配置される、
　請求項１２に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項１４】
　前記金属注入要素（２３）は、前記凹部（２）の前記底面に層として設けられ、
　前記第１の金属ミラー層は、反射性充填材料として前記凹部（２）に導入され、前記金
属注入要素（２３）と前記第２の主面との間の領域を完全にまたは少なくとも部分的に充
填する、
　請求項１から１３の何れか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）
。
【請求項１５】
　Ａ）第１の主面と、前記第１の主面上の第１の層（１０）と、前記第１の層（１０）上
の活性層（１１）と、前記活性層（１１）上の第２の層（１２）と、前記第２の層（１２
）上の第２の主面とを有する半導体積層体（１）を設ける工程と、
　Ｂ）前記第２の主面において、前記活性層の主延在方向に平行である側方に互いに離間
して配置されるように、複数の第２のコンタクト要素（３２）を設ける工程と、
　Ｃ）前記第２の層（１２）および前記活性層（１１）を完全に貫通して前記第１の層（
１０）に開口し、前記第２の主面の平面視において、前記第２のコンタクト要素（３２）
に隣接して側方に配置される凹部（２）を、前記第２の主面から前記半導体積層体（１）
の中に穴または溝の形態で導入する工程と、
　Ｄ）第１の透明中間層（２０）が前記半導体積層体（１）に直接隣接するように、前記
活性層（１１）に対して側方に延びる前記凹部（２）の底面および側壁の全領域に前記第
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１の透明中間層（２０）を設け、続いて、自己整合エッチングバックプロセスによって前
記底面から前記第１の透明中間層（２０）が除去される工程と、
　Ｅ）前記側壁の領域において、第１の金属ミラー層（２１）を前記第１の透明中間層（
２０）に直接設ける工程と、
　Ｆ）前記第１の層（１０）に直接隣接する前記凹部（２）の前記底面に金属注入要素（
２３）を設ける工程と、
　を含み、
　前記金属注入要素（２３）と前記底面との間に更なる金属要素は配置されておらず、
　前記金属注入要素（２３）および前記第１の金属ミラー層（２１）は、異なる材料組成
を有する、
　オプトエレクトロニクス半導体部品（１００）の製造方法。
【請求項１６】
　工程Ｄ）において、
　乾式化学エッチバックプロセスによって前記底面から前記第１の透明中間層（２０）が
除去され、
　前記第１の透明中間層（２０）の前記エッチバックプロセスは、リソグラフィマスクを
使用せずに実行される、
　請求項１５に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）の製造方法。
【請求項１７】
　工程Ｄ）において、
　前記第１の層（１０）の領域において、前記第１の層（１０）と前記第１の金属ミラー
層（２１）との間に電気的接触が生成される、
　請求項１５または１６に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）の製造方
法。
【請求項１８】
　工程Ｅ）において、
　前記第１の金属ミラー層（２１）は、前記凹部（２）の前記底面および前記側壁の全領
域に設けられ、
　続いて、湿式化学または乾式化学エッチバックプロセスによって前記底面から前記第１
の金属ミラー層（２１）が除去され、
　前記第１の金属ミラー層（２１）の前記エッチバックプロセスは、自己整合的であり、
リソグラフィマスクを使用せずに実行される、
　請求項１５から１７の何れか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００
）の製造方法。
【請求項１９】
　前記第１の金属ミラー層（２１）を設けた後、かつ、前記第１の金属ミラー層（２１）
の前記エッチバックプロセス前に、
　第２の絶縁層（２２）が、前記凹部（２）の前記底面および前記側壁の領域において、
前記第１の金属ミラー層（２１）の全領域に設けられ、
　続いて、乾式化学エッチバックプロセスによって、前記底面の領域において前記第１の
金属ミラー層（２１）から前記第２の絶縁層（２２）が除去され、
　前記第２の絶縁層（２２）の前記エッチバックプロセスは、自己整合的であり、リソグ
ラフィマスクを使用せずに実行される、
　請求項１８に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）の製造方法。
【請求項２０】
　工程Ｆ）は、工程Ｅ）の前に実行され、
　工程Ｆ）において、前記金属注入要素（２３）は、異方性堆積法によって前記凹部（２
）の前記底面上に層として形成され、
　工程Ｅ）において、前記凹部（２）は、前記第１の金属ミラー層（２１）を形成する反
射性材料で充填される、
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　請求項１５から１７の何れか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００
）の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オプトエレクトロニクス半導体部品およびオプトエレクトロニクス半導体部
品の製造方法に関する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　達成すべき目的の１つは、ピクセル化発光面を有するオプトエレクトロニクス半導体部
品を提供することである。このような発光面の個々の像点またはピクセルは、とりわけコ
ントラストが高く、つまり観察者にとって明瞭に互いに分離するように意図されている。
達成すべきさらなる目的の１つは、このような半導体部品の製造方法を特定することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　少なくとも一実施形態によれば、オプトエレクトロニクス半導体部品は、半導体積層体
を備えている。半導体積層体は、特定の順序で上下に配置された、第１の主面と、第１の
層と、活性層と、第２の層と、第２の主面とを含む。活性層は例えば、第１および／また
は第２の主面と実質的に平行に延在している。第１および第２の層は、半導体層であるこ
とが好ましく、それぞれが、例えば複数の別個の半導体層を含みうる。例えば、第１の層
は、第１の主面および活性層と直接隣接している。第２の層は、活性層および第２の主面
と直接隣接していることが好ましい。第１の層は、例えばｎドープ層であり、第２の層は
、ｐドープ層である。しかしながら、それぞれの場合において、反対の極性のドーピング
も可能である。
【０００４】
　半導体積層体は例えば、ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体材料系である。半導体材料は例えば
、ＡｌｎＩｎ１－ｎ－ｍＧａｍＮなどの窒化物化合物半導体材料、ＡｌｎＩｎ１－ｎ－ｍ

ＧａｍＰなどのリン化物化合物半導体材料、またはＡｌｎＩｎ１－ｎ－ｍＧａｍＡｓなど
のヒ化物化合物半導体材料であり、それぞれ０≦ｎ≦１、０≦ｍ≦１、およびｍ＋ｎ≦１
を満たす。ここで半導体積層体は、ドーパントおよび付加成分を含有しうる。しかし簡素
化のために、たとえ少量の他の物質で部分的に置換および／または補完されていても、半
導体積層体の結晶格子の必須成分のみ、つまりＡｌ、Ａｓ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｎ、またはＰの
みが特定されている。半導体積層体は、好ましくはＡｌＩｎＧａＮ系である。
【０００５】
　活性層は、例えばｐｎ接合を少なくとも１つ、および／または単一量子井戸（略してＳ
ＱＷ）の形態で、または多重量子井戸構造（略してＭＱＷ）の形態で量子井戸構造を含ん
でいる。
【０００６】
　少なくとも一実施形態によれば、半導体部品は、第２の主面に配置された第１のコンタ
クト要素を含んでいる。第１のコンタクト要素は、例えば金属を含有している、または金
属からなる。ここで、第１のコンタクト要素は、動作中に半導体積層体、特に第１の層と
接触するように働く。
【０００７】
　第１のコンタクト要素は、半導体積層体の凹部を完全にまたは部分的に充填することが
好ましい。特に、第１のコンタクト要素は、凹部の内面に沿って凹部の内面を完全に覆う
、凹部における被膜でありうる。凹部は、第２の主面から第２の層および活性層を完全に
貫通して第１の層に開口するように延在している。活性層に平行または実質的に平行に延
在する凹部の底面が、第１の層に形成されうる。
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【０００８】
　凹部は例えば、円柱状貫通接続部などの貫通接続部を半導体積層体に構成しうる。した
がって、円柱状貫通接続部の底面は、第１の層に形成される。
【０００９】
　少なくとも一実施形態によれば、第２のコンタクト要素は、半導体積層体の第２の主面
に設けられている。第２のコンタクト要素は、第２の主面の平面視において、凹部に隣接
して側方に配置されており、平面視で例えば長方形または正方形の基本形をしている。こ
こで以下、側方とは、第２の主面および／または活性層の主延在方向に平行な方向である
。第２のコンタクト要素は、例えばＡｌ、Ａｇおよび／またはＴｉなどの金属を含有して
いる、またはこれらの金属からなる。
【００１０】
　動作中に、例えば第２の電荷キャリアが第２のコンタクト要素を介して半導体積層体の
第２の層に注入される。そのため、第２のコンタクト要素は、第２の層と電気的および機
械的に直接接触していることが好ましい。
【００１１】
　第１のコンタクト要素および第２のコンタクト要素は、主面の平面視において、互いに
隣接して配置され、互いに隔てられうる。あるいは、第１のコンタクト要素と第２のコン
タクト要素とが平面視において少なくとも部分的に重なっており、側方とは直交する絶縁
層によって、垂直方向において互いに隔てられ互いに絶縁されていることも可能である。
【００１２】
　少なくとも一実施形態によれば、第１のコンタクト要素は、第１の透明中間層と、第１
の金属ミラー層と、金属注入要素とを含んでいる。
【００１３】
　少なくとも一実施形態によれば、第１の透明中間層は、活性層を横切って延在する凹部
の側壁に配置され、半導体積層体と直接接触している。第１の中間層は、活性層によって
発せられる放射に特に透明である。例えば、第１の中間層は、活性層によって出射される
平均波長における透明度が８０％以上、８５％以上、９０％以上または９５％以上である
。
【００１４】
　少なくとも一実施形態によれば、第１の金属ミラー層は、側壁の領域において第１の中
間層に直接設けられている。第１の金属ミラー層は、例えば銀、アルミニウムまたはロジ
ウムを含む、またはこれらからなる。
【００１５】
　少なくとも一実施形態によれば、金属注入要素は、第１の層に直接隣接する凹部の底面
に配置されている。金属注入要素と底面との間にさらなる金属要素、特にさらなる反射性
要素は配置されていない。第１の注入要素は、例えばＡｌ、Ａｇ、および／またはＴｉを
含有する、またはこれらからなる。第２の主面の平面視において、金属注入要素は、凹部
の底面の６０％以上、８０％以上または９０％以上を覆うことが好ましい。
【００１６】
　第１のコンタクト要素を介して、例えば第１の電荷キャリアが、凹部を貫通して半導体
積層体の第１の層に注入される。第１の層に向かう途中で、少なくとも第１の電荷キャリ
アの一部が金属注入要素を通過し、そこから半導体積層体の第１の層に入り込むことが好
ましい。
【００１７】
　少なくとも一実施形態によれば、所定の動作中に、第１の透明中間層は、第２の層と第
１のコンタクト要素との間に直接電流が流れることを防止する。つまり、第１の透明中間
層は、第２の層と第１のミラー層との間を電気絶縁するように機能する。つまり、この領
域において第１の透明中間層は、所定の動作電圧が半導体部品に印加される際に、電流の
透過がない、または電流の透過がほとんどない。同様のことが、活性層と第１のミラー層
との間の領域にも当てはまることが好ましい。第１の層と第１のミラー層との間において
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、第１の透明中間層は、電気絶縁効果または電流伝導効果を持ちうる。
【００１８】
　少なくとも一実施形態によれば、第２のコンタクト要素の輪郭は、動作中に第１の主面
を見たときに明るくなる半導体部品の像点の形状、大きさおよび位置を規定している。し
たがって、例えば第１の主面を見たときに像点の形状は、第２のコンタクト要素を第１の
主面に投影することで決められる。この場合、像点の形状および大きさは、第２のコンタ
クト要素の形状および大きさと必ずしも１：１で対応しない。特に、半導体積層体内での
側方への電流の広がりによって、像点の形状および大きさは、第２のコンタクト要素の形
状および大きさから、例えば１０％以下または５％以下、わずかに外れうる。
【００１９】
　少なくとも一実施形態によれば、金属注入要素およびミラー層は、材料組成が異なる。
特に、金属注入要素およびミラー層は、異なる材料からなる。
【００２０】
　少なくとも一実施形態において、オプトエレクトロニクス半導体部品は、特定の順序で
上下に積層された、第１の主面と、第１の層と、活性層と、第２の層と、第２の主面とを
含む半導体積層体を備えている。さらに、半導体積層体における凹部を充填する第１のコ
ンタクト要素が第２の主面に配置されている。凹部は、第２の主面から、第２の層および
活性層を完全に貫通して延在し、第１の層に開口している。第２のコンタクト要素も第２
の主面に配置されており、第２の主面の平面視において、凹部に隣接して側方に配置され
ている。第１のコンタクト要素は、第１の透明中間層と、第１の金属ミラー層と、金属注
入要素とを含んでいる。第１の中間層は、活性層を横切って延在する凹部の側壁に載置さ
れて、半導体積層体と直接接触している。第１の金属ミラー層は、側壁の領域において第
１の透明中間層に直接設けられている。金属注入要素は、第１の層に直接隣接する凹部の
底面に配置されており、金属注入要素と底面との間に更なる金属要素は配置されていない
。第１の透明中間層は、動作中に、第２の層と第１のコンタクト要素との間に直接電流が
流れることを防止する。第２のコンタクト要素の輪郭は、動作中に第１の主面を見たとき
に明るくなる半導体部品の像点の形状、大きさおよび位置を規定している。金属注入要素
と第１の金属ミラー層とは、異なる材料組成を有する。
【００２１】
　ここで説明した本発明は、特に、２つの隣接する像点間またはピクセル間でのとりわけ
高いコントラスト比が望ましいという認識に基づいている。２つの像点間に、半導体積層
体に接触させるためのめっき貫通孔があると、このような貫通コンタクト部が、２つのピ
クセル間でのコントラスト比の上昇に貢献しうる。活性層で発生する光は、めっき貫通孔
の反射性側壁で反射され、隣接するピクセル間の光クロストーク（ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｒ
ｏｓｓ－ｔａｌｋ）が抑制されうる。このような効果は、貫通接続部の底面が、像点から
の光に対して低反射性、特に吸収性の材料であることで高められる。したがって、平面視
において貫通接続部が暗く見え、２つの隣接する像点間のコントラスト比が高められる。
【００２２】
　金属注入要素および第１の金属ミラー層は異なる材料を含むため、第１の金属ミラー層
は反射率において最適化され、金属注入層は電気特性において最適化されうる。概して、
個々の像点またはピクセルの輝度、およびピクセル間のコントラスト比が向上されうる。
【００２３】
　少なくとも一実施形態によれば、凹部の側壁は、第１の金属ミラー層によって８０％以
上または９５％以上覆われている。側壁は、第１の金属ミラー層によって完全に覆われて
いることが好ましい。
【００２４】
　少なくとも一実施形態によれば、活性層によって出射される平均波長における第１の金
属ミラー層の反射率は、８０％以上、８５％以上、９０％以上、９２％以上または９５％
以上である。
【００２５】
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　少なくとも一実施形態によれば、活性層によって出射される平均波長における金属注入
要素の反射率は、７０％以下、５０％以下、４０％以下、３０％以下または１０％以下で
ある。
【００２６】
　少なくとも一実施形態によれば、金属注入要素は、底面の領域において半導体積層体の
第１の層に直接隣接している。このように、第１の電荷キャリアは、さらなる材料または
要素を経ずに金属注入要素から第１の層に直接注入されうる。
【００２７】
　あるいは、透明導電層が、底面の領域において金属注入要素と第１の層との間に形成さ
れている。したがって、透明導電層は、一方の面で金属注入要素に直接隣接し、反対の面
で第１の層に直接隣接している。透明導電層は、例えば活性層によって出射される平均波
長において８０％以上、８５％以上、９０％以上または９５％以上の透明度を有する。こ
こで、透明導電層は、酸化インジウムスズ（略してＩＴＯ）またはＺｎＯなどの透明導電
性酸化物（略してＴＣＯ）である、またはこれらからなる。透明導電層の底面での厚さは
、例えば５ｎｍ以上、２０ｎｍ以上、５０ｎｍ以上または１００ｎｍ以上、および／また
は５００ｎｍ以下、２００ｎｍ以下または１００ｎｍ以下である。
【００２８】
　少なくとも一実施形態によれば、第１の透明中間層はコンタクト層であり、第１の層の
領域において、第１の層と第１の金属ミラー層との間に電気的接触を生成する。第２の層
の領域で、コンタクト層は、第１の金属ミラー層と第２の層との間を実質的に電気絶縁す
るように機能する。コンタクト層は、側壁に配置されるだけでなく、底面と金属注入要素
との間にもさらに配置されて、例えば底面および注入要素と直接接触している。コンタク
ト層は、特に凹部の全ての内面に沿って凹部を完全に覆う、単純につながった層などの連
続層でありうる。
【００２９】
　コンタクト層の層厚は、例えば５ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好ましくは１０ｎｍ以上５
０ｎｍ以下である。
【００３０】
　コンタクト層は、半導体積層体の第１の層と、第１の金属ミラー層および／または金属
注入層との間で電気的接触を生成する。つまり、コンタクト層は、半導体部品の動作中に
第１の層への電気伝導性が良い。コンタクト層および第１の層との間の接触抵抗は、例え
ば５・１０－６Ω・ｃｍ２以上１・１０－４Ω・ｃｍ２以下である。したがって、動作電
圧が印加されると、コンタクト層と第１の層との間に直接電流が流れることが可能となる
。
【００３１】
　他方、コンタクト層は、第１の金属ミラー層と第２の層との間で電気絶縁的に機能し、
したがってコンタクト層は、特に第２の層への電気伝導性に劣る。コンタクト層と第２の
層との間の接触抵抗は、例えば上記の場合よりも桁違いに高くなりうる。したがって接触
抵抗は、例えば上記上限の少なくとも１０から１００倍、特に１００倍を超え、好ましく
は１０００倍を超え、つまり１・１０―３Ω・ｃｍ２以上である。半導体装置の機能性に
関しては、コンタクト層と第２の層との間で電流の流れは実質的に防止される。
【００３２】
　つまり、コンタクト層は、選択的に第１の層とのみ良好な電気的接触を生成するコンタ
クト材料である。例えば、コンタクト材料は、半導体部品の動作時に第２の層へのブロッ
キングダイオードを形成する。あるいは、またはさらにコンタクト材料は、半導体部品の
動作時に第２の層へのオーム接触抵抗を大幅に上昇させる。
【００３３】
　このような選択的なコンタクト特性を持つ材料は、例えば透明導電性酸化物（略してＴ
ＣＯ）である。透明導電性酸化物は、透明導電性材料、一般的には、例えば酸化インジウ
ムスズまたは酸化亜鉛などの金属酸化物である。
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【００３４】
　少なくとも一実施形態において、コンタクト層はＺｎＯなどの酸化亜鉛を含む、または
酸化亜鉛からなる。半導体積層体は、例えば窒化ガリウム（略してＧａＮ）系である。有
利なことに、酸化亜鉛は、内在的にｎ型半導体として振る舞う。酸化亜鉛は、窒化ガリウ
ム（略してｎ－ＧａＮ）系のｎ伝導型第１の層と選択的に良好な電気的接触を生成し、半
導体部品の動作時に、窒化ガリウム（略してｐ－ＧａＮ）系のｐ伝導型第２の層に対して
逆流防止ダイオードを構成する。この場合、コンタクト層と第１の層との間の接触抵抗は
、例えば５・１０－６Ω・ｃｍ２以上５・１０－５Ω・ｃｍ２以下でありうる。さらに、
コンタクト層と第２の層との間のコンタクト抵抗は、５・１０－５Ω・ｃｍ２以上であり
うる。
【００３５】
　少なくとも一実施形態によれば、第１の透明中間層は、第１の絶縁層であり、側壁の全
領域において第１の金属ミラー層と半導体積層体との間に直接電流が流れることを防止す
る。したがって、側壁の全領域において、第１の絶縁層は、半導体積層体と第１のコンタ
クト要素の導電材料との間で電気絶縁物を形成する。例えば第１の絶縁層は、ＳｉＯ２な
どの酸化ケイ素、またはＳｉＮなどの窒化ケイ素を含む、またはこれらからなる。第１の
絶縁層の厚さは、例えば５０ｎｍ以上２００ｎｍ以下である。特に、第１の金属ミラー層
は、第１の層、第２の層および活性層から電気絶縁されている。
【００３６】
　少なくとも一実施形態によれば、第２のコンタクト要素は連続的に、特に単純につなが
って形成されている。したがって、第２のコンタクト要素は、穴などの中断するものがな
いことが好ましい。
【００３７】
　少なくとも一実施形態によれば、活性層は、活性層上に投影された第２のコンタクト要
素の領域に、連続的に、特に単純につながって形成されている。第２の電荷キャリアは、
第２のコンタクト要素の全側方範囲にわたって第２の層に入り込み、活性層の対応する全
領域で第１の電荷キャリアと再結合する。したがって、この領域で電磁放射が発生する。
ここで、このような活性層の発光領域の形状および大きさが、観察者が第１の主面を見た
ときに認識する像点の大きさおよび形状を実質的に規定している。わずかな寸法のずれ、
および大きさのずれは、例えば半導体積層体内での電流の側方への広がりに起因する。
【００３８】
　少なくとも一実施形態によれば、オプトエレクトロニクス半導体部品は、互いに隣接し
て配置され、第２の主面に平行な側方に互いに離間して配置された複数の第２のコンタク
ト要素を備えている。第２のコンタクト要素は、上記の、および後述の第２のコンタクト
要素として形成されうる。第２のコンタクト要素は、第２の主面に、例えば格子網の目に
、マトリクス状に配置されることが好ましい。したがって格子線の領域では、第２のコン
タクト要素は互いに隔てられている。特に、上記の像点は、各第２のコンタクト要素に個
別に割り当てられる。したがって、像点は、第１の主面でマトリクス状に配置されうる。
【００３９】
　少なくとも一実施形態によれば、第２のコンタクト要素は、像点が互いに独立して明る
くなるように、動作中に互いに独立して制御される。つまり、コンタクト要素は、個別に
、互いに独立して電流または電圧が供給されうる。
【００４０】
　少なくとも一実施形態によれば、上記単一の凹部または複数の凹部が、２つの隣接する
第２のコンタクト要素間の領域に配置されている。
【００４１】
　少なくとも一実施形態によれば、半導体部品は、関連づけられた凹部を有する上記およ
び後述の複数の第１のコンタクト要素を含む。第１のコンタクト要素は、個別に、互いに
独立して制御される。あるいは、第１のコンタクト要素は、例えば共通のスイッチを介し
て共同的にのみ作動する。
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【００４２】
　少なくとも一実施形態によれば、少なくとも１つの像点には、それぞれの像点に重複し
て接触する複数の第１のコンタクト要素が割り当てられている。凹部が、例えばめっき貫
通孔として形成されている場合、関連づけられた第１のコンタクト要素を含む凹部は、像
点に属する第２のコンタクト要素の全周に配置されうる。ここで、像点に重複して接触す
るとは、第１の電荷キャリアが動作時に複数の第１のコンタクト要素を介して半導体積層
体に注入され、第２のコンタクト要素に割り当てられた像点からの第２の電荷キャリアと
少なくとも部分的に再結合することを意味する。
【００４３】
　少なくとも一実施形態によれば、第１のコンタクト要素の少なくとも１つは、複数の隣
接する像点の側方に隣接して配置されており、同時に、複数の隣接する像点と接触するた
めに形成されている。このように、第１のコンタクト要素の凹部は、特に２つの隣接する
第２のコンタクト要素の間、または関連づけられた像点の間の領域に配置されている。し
たがって、第１のコンタクト要素からの第１の電荷キャリアは、動作時に、ある像点の第
２のコンタクト要素の第２の電荷キャリアと部分的に再結合し、かつ、その隣接する像点
の第２のコンタクト要素の第２の電荷キャリアとも部分的に再結合する。
【００４４】
　少なくとも一実施形態によれば、像点は、格子網の目に配置されており、少なくとも１
つのコンタクト要素の少なくとも１つの凹部は、格子網の少なくとも１つの交点に配置さ
れている。第２の主面の平面視において第２のコンタクト要素が正方形または長方形に形
成されている場合、凹部は、例えば第２のコンタクト要素の角に配置されている。
【００４５】
　少なくとも一実施形態によれば、凹部は、溝として形成されている。第２の主面の平面
視において、溝および金属注入要素が、第２のコンタクト要素を完全に囲む連続軌道を形
成する。特に、隣接する像点のコントラスト比は、このような凹部の溝形の構成によって
高められる。
【００４６】
　少なくとも一実施形態によれば、半導体部品は、その周りにそれぞれ溝が配置された複
数の第２のコンタクト要素を備えている。各第２のコンタクト要素の周りの溝は、共に切
れ目のない溝を形成するように、連続的に形成されていることが好ましい。好ましくは、
溝は、第２のコンタクト要素の周りに格子網を形成している。第２のコンタクト要素は、
格子網の目に配置される。
【００４７】
　少なくとも一実施形態によれば、単一の連続する第１のコンタクト要素は、第２のコン
タクト要素の周りの切れ目のない溝に形成されており、動作時に複数の像点に同時に接触
している。連続する第１のコンタクト要素は、例えば連続的な溝の格子構造に沿っている
。
【００４８】
　少なくとも一実施形態によれば、金属注入要素は、第１の主面から離れる方向に、第２
の主面から突出している。金属注入要素は、一片に形成されていることが好ましい。特に
、金属注入要素は、凹部の全垂直範囲、またはほぼ全垂直範囲にわたって延在している。
側方において、第１の中間層、第１のミラー層および金属注入要素が互いに重ねられてい
る。
【００４９】
　少なくとも一実施形態によれば、第２の絶縁層が、凹部の側壁の領域において金属注入
要素と第１の金属ミラー層との間に配置され、例えば第１の金属ミラー層と金属注入要素
とを互いに電気絶縁している。第２の絶縁層は、上記第１の絶縁層と同じまたは異なる材
料を含みうる。第２の絶縁層は、側壁の領域において金属注入要素および第１の金属ミラ
ー層の両方と直接接触しうる。あるいは、第２の絶縁層は存在せず、第１の金属ミラー層
が側壁の領域において金属注入要素と直接接触しうる。
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【００５０】
　少なくとも一実施形態によれば、金属注入要素は、凹部の底面に層として設けられてい
る。ここで、第１の金属ミラー層は、凹部に例えばミラー充填材料として導入されており
、金属注入要素と第２の主面との間の領域を完全にまたは少なくとも部分的に充填してい
る。この場合、第１のコンタクト要素に注入される第２の電荷キャリアは、反射性充填材
料または第１の金属ミラー層を介して金属注入要素に入り、そこから第１の層に入る。底
面での金属注入要素の層厚は、例えば５ｎｍ以上、２０ｎｍ以上、５０ｎｍ以上または１
００ｎｍ以上、および／または、５００ｎｍ以下、２００ｎｍ以下または１００ｎｍ以下
である。
【００５１】
　少なくとも一実施形態によれば、第２のコンタクト要素を制御するためのスイッチを含
むキャリアが、第２の主面に配置されている。キャリアは例えば、薄膜トランジスタなど
のトランジスタをスイッチとして備えるアクティブマトリクス素子でありうる。第２のコ
ンタクト要素は、例えば各スイッチに個別に割り当てられている。第２のコンタクト要素
は、スイッチを介して個別に、互いに独立して制御されうる。
【００５２】
　少なくとも一実施形態によれば、第１の主面は、半導体部品から、または半導体部品に
電磁放射を入射または出射するための放射面である。したがって、特に部品を安定化する
キャリアは、第１の主面に載置されていない。薄い封入層のみ第１の主面に載置されうる
。放射面は、半導体部品の全側方範囲にわたって平坦となるように設計されることが好ま
しい。特に、溝の形態であるノッチが、第１の主面の２つの隣接する像点の間には導入さ
れない。
【００５３】
　さらに、オプトエレクトロニクス半導体部品の製造方法が提供される。製造方法は、例
えば上記半導体部品を製造するのに好適である。オプトエレクトロニクス半導体部品に関
連して開示した全ての特徴は、したがって製造する方法においても開示され、その逆も同
様である。
【００５４】
　少なくとも一実施形態によれば、製造する方法は、第１の主面と、第１の主面上の第１
の層と、第１の層上の活性層と、活性層上の第２の層と、第２の層上の第２の主面とを含
む半導体積層体が設けられる工程Ａを含む。
【００５５】
　少なくとも一実施形態によれば、工程Ｂにおいて複数の第２のコンタクト要素が第２の
主面において、活性層の主延在方向に平行である側方に互いに離間して配置される。
【００５６】
　少なくとも一実施形態によれば、工程Ｃにおいて穴または溝の形態である凹部が第２の
主面から半導体積層体に導入される。凹部は、第２の層および活性層を完全に貫通して、
第１の層に開口する。さらに、凹部は、第２の主面の平面視において、第２のコンタクト
要素に隣接して側方に配置される。
【００５７】
　少なくとも一実施形態によれば、製造方法は、活性層に対して側方に延びる凹部の側壁
に第１の透明中間層を設ける工程Ｄを含む。ここで、第１の透明中間層は、半導体積層体
に直接隣接する。
【００５８】
　少なくとも一実施形態によれば、製造方法は、側壁の領域において第１の金属ミラー層
を第１の透明中間層に直接設ける工程Ｅを含む。
【００５９】
　少なくとも一実施形態によれば、工程Ｆにおいて、金属注入要素が、第１の層に直接隣
接する凹部の底面に設けられる。その後、金属注入要素と底面との間に更なる金属要素は
配置されていない。金属注入要素および第１の金属ミラー層は、異なる材料組成を有する
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。
【００６０】
　少なくとも一実施形態によれば、工程Ａから工程Ｆは指定の順に別個の工程として行わ
れる。特に、工程ＡからＤは指定の順に行われうる。
【００６１】
　少なくとも一実施形態によれば、第１の透明中間層は、凹部の底面および側壁の全領域
にわたって設けられる。したがって、凹部の内面は、まず完全に第１の透明中間層で覆わ
れる。その後の工程で、底面から、第１の透明中間層が乾式化学エッチングバックプロセ
スによって除去される。第１の透明中間層のエッチングバックは、リソグラフィマスクの
使用を必要としないように、自己整合的に行われることが好ましい。方向性（ｄｉｒｅｃ
ｔｅｄ）乾式化学エッチングプロセスでは、第１の中間層が、垂直に延在する側壁から分
離されない、またはほとんど分離されないが、エッチング速度または側方に延在する底面
のエッチング速度は大幅に上がる。
【００６２】
　あるいは、底面からの第１の透明中間層の除去も省きうる。したがって、さらなる製造
方法において、第１の透明中間層は、底面からも側壁からも除去されない。これは、特に
第１の透明中間層が上記のコンタクト層である場合に該当しうる。
【００６３】
　少なくとも一実施形態によれば、工程Ｅにおいて、第１の金属ミラー層は、凹部の底面
および側壁の全領域にわたって設けられる。したがって、凹部の内面は、まず第１の金属
ミラー層で完全に覆われる。その後、底面から、第１の金属ミラー層が湿式化学または乾
式化学エッチングバックプロセスによって除去されうる。第１の金属ミラー層のエッチン
グバックも、上記同様、自己整合的に、リソグラフィマスクを使用せずに行われることが
好ましい。第１の金属ミラー層の湿式化学エッチングバックは、凹部の側壁の第１の金属
ミラー層が保護層、例えば後述の第２の絶縁層で覆われる場合に、特に好適である。
【００６４】
　少なくとも一実施形態によれば、第１の金属ミラー層を設けた後、かつ、第１の金属ミ
ラー層のエッチングバック前に、第２の絶縁層が、凹部の底面および側壁の領域において
、第１の金属ミラー層の全領域に設けられる。その後、第１の金属ミラー層から、底面の
領域において第２の絶縁層が乾式化学エッチングバックプロセスによって除去される。第
２の絶縁層も、リソグラフィマスクの使用を必要としないように、自己整合的にエッチン
グバックされることが好ましい。
【００６５】
　少なくとも一実施形態によれば、工程Ｆは、工程Ｅの前に実行される。工程Ｆにおいて
、金属注入要素は、異方性堆積法によって凹部の底面上に層として形成される。その後、
工程Ｅにおいて、凹部は、第１の金属ミラー層を形成する反射性充填材料で充填される。
【００６６】
　上記オプトエレクトロニクス半導体部品およびオプトエレクトロニクス半導体部品を製
造する方法は、図面を参照しながら例示的な実施形態を用いて以下にさらに詳細に説明す
る。各図において、同じ参照番号は同じ要素を示す。しかしながら、縮尺関係は示してお
らず、個々の要素はより理解を深めるために拡大されうる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１Ａ】オプトエレクトロニクス半導体部品の製造方法の例示的な実施形態における異
なる段階を示す。
【図１Ｂ】オプトエレクトロニクス半導体部品の製造方法の例示的な実施形態における異
なる段階を示す。
【図１Ｃ】オプトエレクトロニクス半導体部品の製造方法の例示的な実施形態における異
なる段階を示す。
【図１Ｄ】オプトエレクトロニクス半導体部品の製造方法の例示的な実施形態における異
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なる段階を示す。
【図１Ｅ】オプトエレクトロニクス半導体部品の製造方法の例示的な実施形態における異
なる段階を示す。
【図１Ｆ】オプトエレクトロニクス半導体部品の製造方法の例示的な実施形態における異
なる段階を示す。
【図１Ｇ】オプトエレクトロニクス半導体部品の製造方法の例示的な実施形態における異
なる段階を示す。
【図１Ｈ】オプトエレクトロニクス半導体部品の製造方法の例示的な実施形態における異
なる段階を示す。
【図１Ｉ】オプトエレクトロニクス半導体部品の製造方法の例示的な実施形態における異
なる段階を示す。
【図１Ｊ】オプトエレクトロニクス半導体部品の製造方法の例示的な実施形態における異
なる段階を示す。
【図１Ｋ】オプトエレクトロニクス半導体部品の製造方法の例示的な実施形態における異
なる段階を示す。
【図１Ｌ】オプトエレクトロニクス半導体部品の例示的な実施形態の平面図である。
【図１Ｍ】オプトエレクトロニクス半導体部品の例示的な実施形態の平面図である。
【図１Ｎ】オプトエレクトロニクス半導体部品の例示的な実施形態の平面図である。
【図２Ａ】オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法のさらなる例示的な実施形
態における段階を示す。
【図２Ｂ】オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法のさらなる例示的な実施形
態における段階を示す。
【図２Ｃ】オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法のさらなる例示的な実施形
態における段階を示す。
【図３Ａ】オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法のさらなる例示的な実施形
態における段階を示す。
【図３Ｂ】オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法のさらなる例示的な実施形
態における段階を示す。
【図４Ａ】オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法のさらなる例示的な実施形
態における段階を示す。
【図４Ｂ】オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法のさらなる例示的な実施形
態における段階を示す。
【図４Ｃ】オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法のさらなる例示的な実施形
態における段階を示す。
【図５Ａ】オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法のさらなる例示的な実施形
態における段階を示す。
【図５Ｂ】オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法のさらなる例示的な実施形
態における段階を示す。
【図５Ｃ】オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法のさらなる例示的な実施形
態における段階を示す。
【図６Ａ】オプトエレクトロニクス半導体部品の例示的な実施形態の側面図である。
【図６Ｂ】オプトエレクトロニクス半導体部品の変形例の側面図である。
【図７Ａ】オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法のさらなる例示的な実施形
態における異なる段階を示す。
【図７Ｂ】オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法のさらなる例示的な実施形
態における異なる段階を示す。
【図７Ｃ】オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法のさらなる例示的な実施形
態における異なる段階を示す。
【図７Ｄ】オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法のさらなる例示的な実施形
態における異なる段階を示す。
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【発明を実施するための形態】
【００６８】
　図１Ａは、オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法の第１の段階を示す。こ
こで、半導体積層体１が、例えば半導体積層体１の成長基板などの基板１３に直接載置さ
れる。半導体積層体１は、基板１３に対向する第１の主面と、基板１３とは反対側に面す
る第２の主面とを有する。第１の層１０と、活性層１１と、第２の層１２とが、基板１３
に配置され、特定の順序で第１の主面と第２の主面との間に載置される。さらに、第２の
コンタクト層３２０とその上に配置される第１のパッシベーション層１４とが半導体積層
体１の第２の主面に載置される。
【００６９】
　半導体積層体１は、例えばＧａＮ系であり、基板１３は、例えばサファイアまたはＧａ
Ｎ成長基板である。第２のコンタクト層３２０は、例えばＡｇから形成されている。第１
のパッシベーション層１４は、ＳｉＯ２またはＳｉＮなどの絶縁性材料を含む、またはこ
れらからなる。
【００７０】
　図１Ｂに示す製造する方法の段階では、第２のコンタクト層３２０およびその上に配置
されたパッシベーション層１４は、マスクを用いたリソグラフィによってパターン化され
る。このような構造化によって、第２のコンタクト要素３２は、第２の主面において、活
性層１１の主延在方向に平行である側方に互いに離間して配置される。
【００７１】
　図１Ｃに示す段階で、半導体積層体１は、同じマスクを用いてパターン化される。ここ
で、第２の主面から第２の層１２および活性層１１を完全に貫通して延在し、第１の層１
０に開口する凹部２が、半導体積層体１に導入される。凹部２は、隣接する第２のコンタ
クト要素３２の間の空間に形成される。凹部２は、円柱状の貫通孔または溝であり、それ
ぞれ活性層１１を横切って延在する側面と、活性層１１と実質的に平行な底面とを有して
いる。
【００７２】
　図１Ｄの段階において、ＳｉＯ２層またはＳｉＮ層などの第１の絶縁層２０の形態であ
る第１の中間層２０が、凹部２の側壁に全面的に載置される。第１の絶縁層２０は例えば
、まず第１の絶縁層２０のコンフォーマル堆積（ｃｏｎｆｏｒｍａｌ　ｄｅｐｏｓｉｔｉ
ｏｎ）によって、半導体積層体１の第２の主面に載置されうる。ここで第１の絶縁層２０
は、凹部２の側壁および底面にぴったりと配置される。その後、第２の主面に垂直な面に
おけるよりも第２の主面に平行な面におけるエッチング速度が大きい、乾式化学エッチン
グバックプロセスが行われる。この結果、第１の絶縁層２０は、凹部２の底面から完全に
除去される一方、凹部２の側面に残る。このような自己整合エッチングバックプロセスで
は、リソグラフィマスクのようにマスクの使用を必要としない。
【００７３】
　図１Ｅに示す段階では、例えばＡｇ層などの第１の金属ミラー層２１が、第２の主面か
ら半導体積層体１に載置される。第１のミラー層２１は、凹部２の底面および側壁の両方
を完全にぴったりと覆う。
【００７４】
　図１Ｆの段階では、例えばＳｉＯ２層またはＳｉＮ層などの第２の絶縁層２２が、凹部
２の側壁の領域において第１の金属ミラー層２１に載置される。第２の絶縁層２２の載置
は、第１の絶縁層２０の載置と同様に、コンフォーマル堆積の後に、エッチングバックプ
ロセスによって行われる。このように、凹部２の底面の領域に配置された第１の金属ミラ
ー層２１から第２の絶縁層２２が除去される。
【００７５】
　図１Ｇの段階において、凹部２の底面から第１の金属ミラー層２１も除去される。凹部
２の底面から第１の金属ミラー層２１を除去するために、乾式化学または湿式化学エッチ
ングが用いられうる。湿式化学エッチング、特に等方性エッチングの場合、側壁において
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第１のミラー層２１に影響が及ばないように、第２の絶縁層２２が側壁上で保護層として
機能する。したがって、第２の絶縁層２２は、第１の金属ミラー層２１にエッチングプロ
セスを行うためのマスクとして実質的に機能する。凹部２の底面から第１の金属ミラー層
２１をエッチング除去するために、追加のリソグラフィマスクの使用も必要でない。
【００７６】
　図１Ｈの段階では、凹部２は、Ａｌ、Ｔｉ、またはＡｕなどの金属材料の形態である金
属注入要素２３で充填される。第２の主面において、金属注入要素２３は、凹部２の周り
の領域も覆う。図１Ｈの断面図では、金属注入要素２３は、Ｔ形状である。概して、第１
のコンタクト要素３１は、凹部２を完全に充填する金属注入要素２３で少なくとも部分的
に充填することで形成される。凹部２の底面の領域において、金属注入要素２３は、半導
体積層体１の第１の層１０と直接接触する。あるいは、第１の層１０および金属注入要素
２３と直接接触するＺｎＯまたはＩＴＯなどの透明導電性材料が凹部２の底面に載置され
る。
【００７７】
　図１Ｉに示す段階で、第２のパッシベーション層１５が第２の主面に載置され、第１の
コンタクト要素３１および第２のコンタクト要素３２を完全にぴったりと覆う。第２のパ
ッシベーション層１５は、第１のパッシベーション層１４と同じ材料を含む、または同じ
材料からなる。
【００７８】
　図１Ｊにおいて、第１のパッシベーション層１４および第２のパッシベーション層１５
がリソグラフィでパターン化され、第１のコンタクト要素３１および第２のコンタクト要
素３２が、少なくとも部分的に露出する。特に、第２のコンタクト要素３２は、第１のコ
ンタクト要素３１と重ならない領域で露出する。
【００７９】
　図１Ｋの段階では、図示のスイッチ５０を含むキャリア５が、半導体積層体１の第２の
主面に載置される。ここで、スイッチ５０は、はんだ金属または導電性接着剤などの導電
性材料を介して機械的および導電的に第２のコンタクト要素３２に接続される。第２のコ
ンタクト要素３２は、各スイッチ５０に個別に割り当てられている。スイッチ５０を介し
て、個々の第２のコンタクト要素３２は個別に、互いに独立して接続、または電圧印加さ
れる。さらに、第１のコンタクト要素３１には、全ての第１のコンタクト要素３１に共に
接続して電流を供給する共通のスイッチ５０が割り当てられている。
【００８０】
　図１Ｋでは、基板１３が半導体積層体１の第１の主面から除去されていることもわかる
。半導体積層体１の第１の主面は、活性層１１で発せられる放射のための放射面６を形成
している。放射面６は、複数の第１のコンタクト要素３１および第２のコンタクト要素３
２にわたって連続して延在している。
【００８１】
　さらに図１Ｋから、像点４は、各第２のコンタクト要素３２に個別に割り当てられてい
ることが分かる。動作時に放射面６を見たときに、どの第２のコンタクト要素３２に電流
が供給されるかに応じて、像点４が明るくなる。像点４は、第２のコンタクト要素３２の
放射面６への投影で実質的に規定される。したがって像点４の形状、大きさおよび位置は
、第２コンタクト要素３２の形状、大きさおよび位置に実質的に基づいている。
【００８２】
　図１Ｌは、上記半導体部品１００の例示的な一実施形態を、半導体積層体１の第２の主
面の平面図で示す。個々の第２のコンタクト要素３２がマトリクス状パターンに配置され
ていることがわかる。第１のコンタクト要素３１は、単一の連続する第１のコンタクト要
素３１を形成している。凹部２は、第２のコンタクト要素３２の周りに格子の形態で配置
された連続する溝２を形成している。第１のコンタクト要素３１は、複数の第２のコンタ
クト要素３２に対する共通の嵌合接触部を形成している。
【００８３】
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　図１Ｍは、半導体部品１００の第１の主面または放射面６の平面図を示す。第２のコン
タクト要素３２に個別に割り当てられている個々の像点４の輪郭は、破線で示されており
、これらの輪郭は、第２のコンタクト要素３２の輪郭に実質的に対応する。個々の像点４
は、図１Ｍに示す放射面６がピクセル化発光面となるように、動作時に個々に、互いに独
立して制御されうる。
【００８４】
　図１Ｌの例示的な実施形態のように、図１Ｎの例示的な実施形態において、半導体積層
体１の第２の主面の平面図が示されている。図１Ｌとは対照的に、ここで凹部は第２のコ
ンタクト要素３２の周りの溝２としては配置されず、半導体積層体１の穴２として形成さ
れている。穴２はそれぞれ、第２のコンタクト要素３２の周りの格子網の交点に設けられ
ている。特に、穴２に配置されている第１のコンタクト要素３１はしたがって、例えば半
導体積層体１に形成された円柱状の貫通孔などの、めっき貫通孔の形態である。複数の第
１のコンタクト要素３１は、各第２のコンタクト要素３２と関連づけられる。しかしなが
ら少なくとも２つの第２のコンタクト要素３２が、各第１のコンタクト要素３１に割り当
てられる。
【００８５】
　図２Ａから２Ｃは、図１Ａおよび１Ｂの工程とは別の工程を示す。
【００８６】
　図２Ａでは、互いに隔てられた複数の第２のコンタクト要素３２が半導体積層体１の第
２の主面に載置される。図１Ａの段階とは対照的に、この時点で第１のパッシベーション
層１４は、第２のコンタクト要素３２に載置されていない。
【００８７】
　図２Ｂの段階では、第１のパッシベーション層１４は、第２のコンタクト要素３２に載
置される。ここで、第１のパッシベーション層１４は、第２のコンタクト要素３２を完全
に覆い、隣接する第２のコンタクト要素３２の間で第２の主面の中間領域を充填している
。
【００８８】
　第１のパッシベーション層１４はその後、半導体積層体１が２つの隣接する第２のコン
タクト要素３２の間の領域で露出するように、マスクを用いたピクセルレベルの微細リソ
グラフィによってパターン化されうる。図２Ｃはその結果を示している。図１Ｂとは対照
的に、これらの工程で、第２のコンタクト要素３２は、第２の主面を横切って延在する側
面においても、第１のパッシベーション層１４で覆われている。これによって、第２のコ
ンタクト要素３２がより好適に保護されるという利点がある一方、第２のコンタクト要素
３２間の領域の面積がさらに減り、さらなる処理工程が必要になるという欠点がある。
【００８９】
　図３Ａから３Ｂは、図１Ｈから１Ｊの工程とは別の工程を示す。ここで図３Ａは、図１
Ｈに対応している。
【００９０】
　図１Ｈから１Ｊの例示的な実施形態とは異なり、第１のコンタクト要素３１が形成され
た後、第２のパッシベーション層１５は、半導体積層体１の第２の主面に載置されない。
その代わりに、図３Ｂに示すように、第１のパッシベーション層１４は、フォトリソグラ
フィによって直接パターン化され、第１のコンタクト要素３１および第２のコンタクト要
素３２は、少なくとも部分的に露出される。第２のパッシベーション層１５は、全く用い
られない。このため、図１に示した方法より必要な工程が少なく有利である。
【００９１】
　図４Ａから４Ｃは、図１Ｅから１Ｈの工程とは別の工程を示す。ここで図４Ａは、図１
Ｅに対応している。
【００９２】
　図１Ｅから１Ｈとは対照的に、凹部２の底面から第１の金属ミラー層２１を除去するた
めに第２の絶縁層２２は用いられない。その代わりに図４Ｂに示すように、第１の金属ミ
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ラー層２１は、凹部２の底面から、例えば乾式化学エッチングバックプロセスなどの異方
性エッチングバックプロセスによってエッチングバックされる。エッチングバックプロセ
スにおける異方性のために、凹部２の底面のみが露出され、第１の金属ミラー層２１は凹
部２の側壁に残る。
【００９３】
　図４Ｃは、どのように凹部２が金属注入要素２３で充填されるかを示しており、この結
果、第１のコンタクト要素３１が形成される。さらに、金属注入要素２３は凹部２の底面
で第１の層１０と直接接触している。また、図４Ｃの例示的な実施形態では、金属注入要
素２３は、第１のミラー層２１とも直接電気接触している。
【００９４】
　図５Ａから５Ｃでは、図１Ｄから１Ｈの工程の代替として行われうる工程の段階が示さ
れている。
【００９５】
　図５Ａは、上記図１Ｄに対応する。つまり、凹部２の側壁はすでに第１の絶縁層２０で
覆われており、これに対して凹部２の底面に第１の絶縁層２０は存在しない。
【００９６】
　図５Ｂは、どのように金属注入要素２３が底面に層として、例えば物理気相成長（略し
てＰＶＤ）などの異方性堆積法によって、凹部２の底面に直接載置されるかを示している
。これは、例えばフォトリソグラフィマスクを用いることで行われうる。異方性堆積法を
用いることで、凹部２の側面には金属注入要素２３が存在しないままである。
【００９７】
　図５Ｃに示す段階では、その後、反射性金属充填材料２１が凹部２に導入される。充填
材料２１は、凹部２を完全に充填し、第２の主面から離れる方向に凹部２から突出してい
る。反射性充填材料２１は同時に、第１の金属ミラー層２１を形成している。上記例示的
な実施形態とは対照的に、第１のコンタクト要素３１は、注入要素２３の代わりに、第１
の金属ミラー層２１から主に形成されている。
【００９８】
　図６Ａは、図１Ｋの例示的な実施形態に対応する、オプトエレクトロニクス半導体部品
１００の例示的な一実施形態の側面図である。また、図６Ａは、活性層１１で発生する電
磁波の光路を矢印で示している。
【００９９】
　実線の矢印は、活性層１１から直接、放射面６を介して半導体部品１００から出射され
る、像点４内の光線を示している。
【０１００】
　破線の矢印は、光線が凹部の側壁で反射された後、放射面を介して出射される光路を示
している。ここで、光線は、高反射性である第１の金属ミラー層２１によって特に効果的
に反射される。
【０１０１】
　点線の矢印は、活性層１１からの光線がまず放射面６に当たって、フレネル反射または
全反射によって部分的または完全に反射される光路を示している。このような光線は、隣
接する像点４に到達し、ピクセル間のコントラストを低下するおそれがある。
【０１０２】
　しかしながら、例示的な本実施形態では、光線はまず凹部２の底面、第１の金属ミラー
層２１ではなく金属注入要素２３に当たる。金属注入要素２３は、光が底面で吸収される
ように、吸収性または反射しにくいことが好ましい。これによって隣接する像点４の光ク
ロストークが低減され、観察者に対するコントラスト比が高められる。
【０１０３】
　これとは対照的に、図６Ｂは、金属注入要素２３と第１の金属ミラー層２１とが同じ材
料で形成された半導体部品１００の変形例を示す。図６Ｂから理解されるように、光線は
凹部２の底面で反射され、隣接する像点のクロストークが生じて、観察者に対するコント
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ラスト比が低下する。
【０１０４】
　図７Ａから７Ｄは、製造方法のさらなる例示的な実施形態における様々な段階を示して
いる。図７Ａの段階は、例えば図１Ｃの段階に続くものである。
【０１０５】
　図７Ａでは、凹部２の領域に開口を有するフォトマスク４０がパッシベーション層１４
にさらに載置される。概して、このような開口は、凹部２の側方への広がりより大きい。
図７Ａに示すように、第１の透明中間層２０が、例えばスパッタリングなどの無方向性（
ｕｎｄｉｒｅｃｔｅｄ）プロセスによって、連続する層としてフォトマスク４０に載置さ
れ、凹部２に導入される。ここで、第１の透明中間層２０は、凹部２の底面および側壁の
両方を完全に覆う。
【０１０６】
　上記例示的な実施形態とは対照的に、第１の透明中間層２０は第１の絶縁層ではなく、
半導体積層体１の第１の層１０とのコンタクト抵抗が低く、半導体積層体１の第２の層１
２とのコンタクト抵抗が高いコンタクト層２０である。半導体積層体１は例えば、ＧａＮ
系であり、第１の層１０は、例えばｎ－ＧａＮ層であり、第２の層１２は、例えばｐ－Ｇ
ａＮ層である。コンタクト層２０の材料は、例えばＺｎＯである。
【０１０７】
　上記例示的な実施形態の全てにおいて、第１の透明中間層２０は第１の絶縁層２０であ
ったが、第１の絶縁層２０はそれぞれこのようなコンタクト層２０にも置き換えることが
可能である。
【０１０８】
　図７Ｂの段階において、金属層が、気相蒸着などの方向性プロセスによってコンタクト
層２０に載置される。このような金属層は、凹部２の底面の領域において金属注入要素２
３を形成する。コンタクト層２０は、金属注入要素２３と第１の層１０との間で電流を伝
導しうる。金属層の方向性載置によって、側方に延在する面、特に底面のみが確実に覆わ
れる。垂直に延在する面、特に側壁は、金属注入要素２３の金属材料で覆われない、また
はわずかにのみ覆われる。
【０１０９】
　図７Ｃの段階では、第１の金属ミラー層２１は、側壁および底面の両方が第１の金属ミ
ラー層２１で覆われるように、無方向性または等方性の方法で載置される。
【０１１０】
　図５Ｃの例示的な実施形態の例とは対照的に、第１の金属ミラー層２１は、凹部２を完
全には充填せず、凹部２の底面および側壁に沿って部分的にのみ充填する。ここで凹部２
の一部は充填されないままである。このような凹部２の部分的な充填は、上記例示的な実
施形態の全てにおいても選択しうる。
【０１１１】
　図７Ｄは、フォトマスク４０がその上に位置する層と共に分離された段階を示す。その
後、例えば図１Ｉから１Ｋに関連して説明した工程が、半導体部品１００を完成するため
に行われうる。
【０１１２】
　本発明は例示的な実施形態を用いた説明に限定されない。むしろ本発明はいかなる新た
な特徴およびいかなる特徴の組み合わせを包含し、たとえこれらの特徴またはその組み合
わせ自体が本願特許請求項または例示的な実施形態に明示的に記述されていなくても、本
発明は特に本願特許請求項におけるいかなる特徴の組み合わせも包含する。
【０１１３】
　本出願は、独国特許出願第１０２０１５１１９３５３．１号の優先権を主張するもので
あり、この文書の開示内容は参照により本明細書に援用される。
【符号の説明】
【０１１４】
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　１　半導体積層体
　２　凹部
　４　像点
　５　キャリア
　６　放射面
　１０　第１の層
　１１　活性層
　１２　第２の層
　１３　基板
　１４　第１のパッシベーション層
　１５　第２のパッシベーション層
　２０　第１の透明中間層
　２１　第１の金属ミラー層
　２２　第２の絶縁層
　２３　金属注入要素
　３１　第１のコンタクト要素
　３２　第２のコンタクト要素
　４０　フォトマスク
　５０　スイッチ
　１００　オプトエレクトロニクス半導体部品

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】

【図１Ｅ】

【図１Ｆ】
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【図１Ｇ】

【図１Ｈ】

【図１Ｉ】

【図１Ｊ】

【図１Ｋ】

【図１Ｌ】

【図１Ｍ】

【図１Ｎ】

【図２Ａ】
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